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第１０回東大和市総合計画審議会の委員意見と対応案について 

 

 

 

 

 

 

 

１ 東大和市第五次基本計画（素案）について 

※該当ページの( )内のページ数は、第１０回総合計画審議会資料（前回資料）におけるページ 

整理 
番号 

該当 
ページ 

委員意見 
事務局の対応や 

考え方 

１ Ｐ８ 

(P８) 

第三次基本構想 第３章 

３ 市民文化の発展 

レイアウトの修正 

「長年にわたって…、後世に誇れるもの

にしていくこと」の後のスペースを削除 

左記のとおり、修正

します。 

２ Ｐ14 

(P13) 

第２章 第１節 

市の位置・地勢 

図表の追加 

市の交通網に関する記述があるが、図を

挿入するとわかりやすくなる。 

左記のとおり、図表

を追加します。 

３ Ｐ16 

(P14) 

第３章 第１節 

１ 国及び東京都の人口動態 

文言の追加（下線部） 

 図表の表題 

全国（下図左）及び東京都（下図右）の人

口の実績値（各年１０月１日現在）と推計

値（各年１月１日時点） 

左記のとおり、追記

します。 

４ Ｐ16 

(P14) 

第３章 第１節 

１ 国及び東京都の人口動態 

文言の追加（下線部） 

 図表の出典 

実績値は総務省「国勢調査（各年１０月

１日現在）」、推計値は国立社会保障・人口

問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平

成３０年推計）（各年１月１日現在）」 

左記のとおり、追記

します。 

５ Ｐ18 

(Ｐ16) 

第３章第１節 国内外を取り巻く社会・経

済情勢（前回の事務局の回答に対して） 

環境分野の社会・経

済情勢に、生物多様性

資料２ 

R3.4.24 第 11回総合計画審議会 

 

（参考）第１０回総合計画審議会 

（１）日  時 令和３年３月１３日（土）午前１０時～１１時１５分 

（２）場  所 中央公民館ホール 

（３）委員意見 会議中の意見に加え、審議会終了後に、各委員より書面にて意見
の提出があった。 
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意見 

前回意見の対応について、「環境」分野の

社会経済情勢を端的に話すのに、温室効果

ガスだけというのはあり得ない話では。 

今後２０年を見据えた計画なら、きちん

と今後の社会の潮流を読むべきだと思いま

す。さらに、ここで生物多様性を語ること

で、主要課題３の都市としての価値の向上

に繋がるのではないでしょうか？ 

に関する情報を追記

します。 

６ Ｐ20、21 

（Ｐ22、

23） 

第３章第２節 市を取り巻く社会・経済情

勢 

意見 

図表に表されたデータが市のものなの

か、都なのか、日本なのか、一目で分かるよ

うにタイトルに表示してください。 

市のデータである

ことがわかるよう、タ

イトルに「当市の」を

追記します。 

７ Ｐ39 

(Ｐ37) 

【重要施策２】の「主な内容」の６番目の◆ 

文言の追加（下線部） 

スポーツを楽しめる機会の提供→スポーツ

を楽しめる場と機会の提供 

（スポーツ推進計画で、だれでも、どこで

もとなっているので） 

左記のとおり、追記

します。なお、当該内

容は、施策４─５「ス

ポーツ、レクリエーシ

ョン」の【展開方向１】

（Ｐ104）を引用して

いるため、同箇所も同

様に追記します。 

８ Ｐ39 

(P37) 

第６章 重要施策 

【重要施策３】都市としての価値の高める施

策の推進 

意見 

 そもそも重要施策３については、当初「賑

わいと活力の創出施策の推進」（第９回審議

会 資料２のＰ38参照）ということで提示

されており、その時点では「市街地整備」、

「商工業」、「ブランド・プロモーション」と

いう内容を含んでいたが、その後の各委員

の意見を得て、新たに「防災施策」、「自然環

境の保全」、「まちづくりの土台をつくると

いう視点からの都市づくり」などを踏まえ

た、「都市としての価値の向上」という主要

課題３になってきたと認識しております

が、「観光・ブランド・プロモーション」に

ついては、優先的に推進すべき施策として、

重要施策３に、「ブ

ランド・プロモーショ

ンの推進」を追加しま

す。 
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市民ワークショップの２つの両グループ及

び職員ワークショップでも取り上げられて

おり、また、市でも定住人口の増加を目的

として、「ブランド・プロモーション指針」

も策定していることから、「都市の価値を高

める施策の推進と発信」ということで、ま

だまだ知名度が低い当市の魅力発信に取り

組むことは、必要不可欠なことであり、そ

ういった意味からも「観光、ブランド・プロ

モーション」を重要施策に入れるべきかな

と感じています。 

９ Ｐ42～ 

(Ｐ40～) 

第２編 分野別計画 

意見 

＜現状と主要課題＞の記載について、「現

状」と「主要課題」に分けると見やすくなる。 

第２編 分野別計画

の全施策について、

「現状」と「主要課題」

に分けて表記します。 

１０ Ｐ44 

(Ｐ42） 

施策１－１ 子育て支援 

意見 

市民が地域ぐるみで子育てを応援するこ

とが期待されていますが、市の取組として、

子育て世代以外に対する働きかけという方

向性があるといいと思います。応援したい

が何をしていいか解らないという市民は多

いと思います。 

市では、未来を担う

子どもたちの健やかな

成長を守り育むととも

に、子どもたち自身が

社会の一員として生き

ていける力を育めるよ

う、市民、地域関係者、

事業者及び市が相互に

協力し、取り組んでい

くための子ども・子育

てに関する共通の理

念・指針として、令和

２年度に「東大和市子

どもと大人のやくそく

（東大和市子ども・子

育て憲章）」を制定し

ています。 

この憲章の周知・啓

発を【展開方向２】の

主な具体的取組とし

て表記することによ

り、ご意見の趣旨であ

る「子育て世代以外に

対する働きかけ」を行

っていきたいと考え

ています。 
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１１ Ｐ44 

(Ｐ42) 

施策１－１ 子育て支援 

＜施策の展開方向＞【展開方向２】＜主な

具体的取組＞ 

◆項目の追加（下線部） 

◆子どもたちが、安心して遊べる場所・ボ

ール遊びが出来る場所を作り、運動機能の

向上を助けます。 

（他市で行っている公園内の鳥カゴのよう

な場所を数多くどうかという意味） 

公園の整備に関し

ては、施策５─１「自

然環境」の【展開方向

２】（Ｐ108）で表記し

ています。 

なお、公園の機能に

関する具体的なご意

見については、今後の

取組の参考とさせて

いただきたいと考え

ています。 

１２ Ｐ48 

(Ｐ46) 

施策１－２ 子どもたちの健全育成 

＜施策の展開方向＞【展開方向２】 

質問 

「環境づくり」は、公園・遊具の整備など

「遊び」の環境づくりも必要。 

公園・遊具の整備な

どに関しては、施策５

─１「自然環境」の【展

開方向２】（Ｐ108）で

表記しています。 

１３ Ｐ50、51 

（Ｐ48、

49） 

施策１－３ 学校教育 

＜現状と主要課題＞ 

意見 

【施策の展開方向２】で、いじめや不登

校の未然防止等に向けた取組が示されてい

るので、これらの件数や市で認識している

課題等を追記した方がよい。 

市におけるいじめ

の件数や取組につい

て、＜現状と主要課題

＞に表記します。 

１４ Ｐ50、51 

（Ｐ48、

49） 

施策１－３ 学校教育 

＜現状と主要課題＞ 

意見 

「良好な学習環境」に、校舎の整備（老朽

化対策、トイレ悪臭問題）についても含め

て言及してほしい。 

良好な学習環境を確

保するために市が近年

実施している取組を＜

現状＞に表記します。 

１５ Ｐ51 

(Ｐ49) 

施策１－３ 学校教育 

＜主要課題＞の３番目の○ 

修正（下線部） 

地域コミュニティや防災拠点としての役

割にも配慮しながら、・・・保護者や地域に

丁寧に説明しながら計画的に推進していく

必要があります。 

左記のとおり、修正

します。 

１６ Ｐ51 

(Ｐ49) 

施策１－３ 学校教育 

＜主要課題＞の５番目の○ 

意見 

「『コミュニティ・スクール』は、育てた

コミュニティ・スク

ールの設置校を再確

認したところ、令和２

年４月現在で８校増



 5 / 18 

 

 

い子ども像、目指すべき教育のビジョンを

保護者や地域と共有し、・・・３校で設置さ

れましたが・・・」の「３校」の後にカッコ

書きで具体的な学校名を表記すべきか。 

加していましたので、

修正します。 

なお、具体的な学校

名は、設置校が多いた

め、表記を省略したい

と考えています。 

１７ Ｐ52 

(Ｐ50) 

施策１－３ 学校教育 

＜施策の展開方向＞【展開方向１】＜主な

具体的取組＞ 

意見 

１ 教職員の指導力向上に言及されていま

すが、指導力のみならず、労働環境の改善

にも取り組む必要があるかと思います。 

２ 食育の推進とありますが、これについ

てはぜひとも地域の農家や事業者との連

携を前提としていただきたい。地域を支

える労働者との交流は一つ前の施策１－

２の子どもたちの健全育成にも繋がると

思います。 

１ 教職員の労働環

境の改善について

は、行政の人事に関

する事項ですので、

記載しないことと

したいと考えてい

ます。 

２ 地域を支える労

働者との交流につ

いては、【展開方向

３】「地域との連携」

の一つの形態であ

ると考えています。 

１８ Ｐ52 

(Ｐ50) 

施策１－３ 学校教育 

＜施策の展開方向＞【展開方向１】＜主な

具体的取組＞の２番目の◆ 

意見 

「市独自の人的配置」は、何を指してい

るのか。具体的にわかりやすく表記すべき

ではないか。 

「市独自の学習指

導員の配置」と表記し

ます。 

１９ Ｐ52 

(Ｐ50) 

施策１－３ 学校教育 

＜施策の展開方向＞【展開方向２】＜主な

具体的取組＞の１番目の◆ 

意見 

「長寿命化対策」は、学校施設そのもの

の長寿命化なのか、具体的にわかりやすく

表記すべきか。 

「施設の長寿命化

対策」と表記するとと

もに、欄外に注釈を追

記します。 

２０ Ｐ52 

(Ｐ50) 

施策１－３ 学校教育 

＜施策の展開方向＞【展開方向２】＜主な

具体的取組＞の１番目の◆ 

質問 

「長寿命化対策」とは具体的にどのよう

なことをするのでしょうか。説明があると

良いと思いました。 

欄外に注釈を追記

します。 
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２１ Ｐ52 

(Ｐ50) 

施策１－３ 学校教育 

＜施策の展開方向＞【展開方向２】＜主な

具体的取組＞の１番目の◆ 

文言の追加（下線部） 

各学校区における今後の児童・生徒数の

動向を適切に見極め、保護者や地域の意見

を踏まえて、教育環境の維持・向上を図る

ための長寿命化対策や学校の統廃合を推進

します。 

児童・生徒の快適な

学習環境を確保するた

め、「東大和市立小・中

学校再編計画」は計画

どおり推進していきた

いと考えています。 

この考えを前提に、

ご意見を踏まえ、「保

護者や地域に丁寧に

説明しながら」と追記

します。 

２２ Ｐ52 

(Ｐ50) 

施策１－３ 学校教育 

＜施策の展開方向＞【展開方向２】＜主な

具体的取組＞の２番目の◆ 

文言の追加 

ＩＣＴ→ＩＣＴ（情報通信技術） 

左記のとおり、追記

します。 

２３ Ｐ52 

(Ｐ50) 

施策１－３ 学校教育 

＜施策の展開方向＞の【展開方向２】＜主

な具体的取組＞ 

意見 

 ＜主な具体的取組＞の中に、次のことを

踏まえて、教育の現場として、どうとらえ

て取り組もうされるのか表記していただき

たい。 

・中央教育審議会答申（1/26まとめ）によ

ると、2022年度（令和４年度）を目途に、

小学校高学年（５・６年生から導入）に教科

担任制を導入とあります。現在は、学級担

任制でありますが、来年度からのことであ

ります。 

教科担任制の導入

については、現時点で

は、審議会から答申が

なされた段階です。 

今後、国の動向を踏

まえて、対応を検討す

ることとなるため、現

時点においては、表記

しないこととしたい

と考えています。 

２４ Ｐ52 

(Ｐ50) 

施策１－３ 学校教育 

＜施策の展開方向＞【展開方向３】＜主な

具体的取組＞の３番目の◆ 

意見 

 連携・協力とは、何を指しているのか。た

とえば、児童・生徒の生活の安定と学習習

慣の定着について、どうとらえ、市や教育

員会は保護者に何を求め連携しようとして

いるのかなど、具体例を示す中で表記すべ

きか。 

連携・協力の趣旨が

理解できるよう、記載

内容を見直します。 
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２５ Ｐ52 

(Ｐ50) 

施策１－３ 学校教育 

＜施策の展開方向＞【展開方向３】＜主な

具体的取組＞の４番目の◆ 

意見 

 連携とは、何を指しているのか。たとえ

ば、通学路の安全を確保するための取組と

して、市や教育委員会は保護者に何を求め、

連携しようとしているのかなど、具体例も

示す中で表記すべきか。 

連携の具体例とし

て、「通学路の合同安

全点検の実施など」と

追記します。 

２６ Ｐ56 

(Ｐ54) 

施策２－１ 保健、医療 

＜施策の展開方向＞【展開方向１】＜主な

具体的取組＞ 

文言の追加 

 健康寿命の延伸のための具体的な取組と

して、 

１．食生活の市民の自発的取組 

２．生活習慣の予防、健康増進のための情

報提供 

の２点に加えて、 

○運動習慣の定着のための取組推進を加え

てほしい。（健幸都市宣言にもあるので） 

運動習慣の定着な

ど生活習慣の改善に

関する取組の推進に

ついて、上から２つ目

の♦として追記しま

す。 

２７ Ｐ68 

(Ｐ66) 

施策２－４ 社会保障、地域福祉 

＜施策の展開方向＞【展開方向２】 

意見 

この内容と P90 の自治会に関する記述は

どのように関連していますか。自治会が地

域コミュニティの核になるということはな

いでしょうか。 

地域共生社会の実

現に向けては、地域コ

ミュティの核ともい

える自治会にも、地域

の見守りなどの役割

を果たしていただき

たいと考えています。 

２８ Ｐ70 

(Ｐ68) 

施策３－１ 防災 

＜現状＞１番目の○ 

文言の修正（下線部） 

今後３０年間→平成２５年度からの３０年間 

左記のとおり、修正

します。 

２９ Ｐ78 

(Ｐ78) 

施策３－３ 都市づくり 

＜現状＞３番目の○ 

注釈の追加 

「生活心」という用語が使われているが、

意味がよくわからないので、注釈を加えた

方がよい。 

「生活心」の注釈を

追加します。 

３０ Ｐ80 

(Ｐ78) 

施策３－３ 都市づくり 

＜施策の展開方向＞【展開方向１】＜主な

都市機能や居住機

能の集積を図る拠点
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具体的取組＞の１番目の◆ 

文言の追加（下線部） 

駅周辺、商店街及び大規模団地の創出用

地などを拠点（以下「拠点」とします。）と

して、都市機能や居住機能の集積を図るこ

とで、賑わいのある魅力的な街づくりを進

めます。 

については、商業機能

を含めた都市機能が

面的に現に相当程度

集積している区域や

今後相当程度の集積

が見込まれる区域な

どに位置付けること

を想定しています。 

この考えに基づき、

「駅周辺や大規模団

地の創出用地など」と

表記していますので、

文言の追加はしない

こととします。 

３１ Ｐ80 

(Ｐ78） 

施策３－３ 都市づくり 

＜施策の展開方向＞【展開方向３】 

意見 

下水道というものは、日常生活において

その恩恵を実感しにくい分野だと思いま

す。市民が下水道の機能やしくみなどに理

解を深める取り組みが必要かと思います。 

下水道は、市民の皆

様の生活に必要不可

欠なものであるため、

【展開方向３】では、

その機能の維持・向上

に取り組むこととし

ています。 

下水道への理解促

進については、上記取

組を進める中で、検討

していきたいと考え

ています。 

３２ Ｐ86 

(Ｐ84) 

施策４－１ 人権尊重 

成果指標 

意見 

人権尊重は基本的に少数派の人々に対す

る施策で、多数派の方々は人権尊重の必要

性や達成度をなかなか意識しにくいと思い

ます。これを市民意識調査の満足度で評価

するのは無理があるのではないでしょう

か。この項目に限らず、認知度の低い問題

に対して市民意識調査の満足度で達成度を

測るのはいかがなものかと思います。 

成果指標は、わかり

やすく、また施策の内

容を表す、適切な大き

さとする必要がある

ことなどを考慮して、

市民意識調査の満足

度としています。 

また、この成果指標

を補完するものとし

て、参考指標（Ｐ146）

を設定しています。 

これらの指標を活用

することにより、計画の

進捗管理を行っていき

たいと考えています。 
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３３ Ｐ86 

(Ｐ85) 

施策４－１ 人権尊重 

＜主要課題＞の２番目の○ 

意見 

前回案の「今後、全国的に女性の就業率

～」の部分ですが、「特に子育て期にあたる

25～44歳の働く女性を中心に」だと、「仕事

と家庭を両立しやすい環境づくり」が 25～

44歳の働く女性にかかるので、女性に対す

る両立支援施策、に読み取れます。 

それではこの先も、「女性の就業率が高ま

るので女性への両立支援施策が必要＝女性

が家事育児を担うことが前提」となるので、

性別役割分担意識の解消を目指す「【展開方

向２】の男女共同参画社会の推進」との齟

齬があると考えます。 

よって「今後、全国的に女性の就業率の

上昇が見込まれているので、当市において

も、子育て期の共働き世帯など、男女を問

わず市民がより一層仕事と家庭を両立しや

すい環境づくり〜」等に言い換えてはいか

がでしょうか。また、Ｐ85グラフが外国人

市民の推計なので、見やすいように配置を

該当項目の上などにするのが良いと思いま

す。現状レイアウトだと女性の年代別就業

率グラフかと思ってしまいます。 

よりわかりやすく

なるよう、記載内容を

全面的に見直します。 

また、グラフなどの

図表のレイアウトに

関しては、他委員から

も意見がありました。

図表は＜現状と主要

課題＞の末尾にまと

めて表記するよう改

めます。 

３４ Ｐ87 

(P84 ･

85) 

施策４－１ 人権尊重 

＜主要課題＞Ｐ87の上から１番目の〇 

意見 

「外国人市民」という言葉に違和感があ

り、気になります。他の表現方法はないの

か。他の自治体でも同じような表現なので

しょうか。 

外国人の表現方法

は市によって異なり、

「外国人市民」という

言葉を使用している

市もあります。 

ご意見を踏まえ、よ

りわかりやすくなる

よう、「外国人の市民」

と表記します。 

３５ Ｐ88 

( Ｐ 84

～87、

その他

全体) 

施策４－１ 人権尊重 

＜施策の展開方向＞ 

意見 

市長以下各部の施策において「人権尊重」

は横断的に共通認識になっていると思うの

で、男女共同参画、ＳＯＧＩはイデオロギ

ーでなく、市民の尊厳であるという認識を

ご意見を踏まえ、

【展開方向１】の内容

を改め、人権尊重の推

進を明確化しました。 

また、＜主な具体的

取組＞にＳＯＧＩに

ついて表記すること
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本計画において改めて統一していただけれ

ばと思います。また、今回ＬＧＢＴＱなど性

的マイノリティの表記がなくなったことも

非常に残念です。電通ＤＹ2020 年調査によ

ると日本におけるＬＧＢＴＱの人口の割合

は約１０%で、東大和市においても性自認が

「男女」に当てはまらない在住在勤者は数

多くいらっしゃることと思います。 

今回の総合計画に関連付けているＳＤＧ

ｓの「誰一人取り残さない」という原則に

たち、今回の分野別計画「人権尊重」を目指

しているので、ここはきちんと性的マイノ

リティについても具体的に表記し、「誰一人

取り残さない」という市の姿勢を力強く展

開方向に盛り込むべきではないでしょう

か。「誰もが」をうたう市の計画において、

「男女」という枠組みに入らない市民の存

在へのご配慮をいただければと思います。 

（参考 国立市第５期基本構想第２次基本

計画 基本施策２ 女性と男性及び多様な

性の平等参画社会の実現） 

により、男女の枠組み

に入らない市民の皆

様にも配慮したいと

考えています。 

３６ Ｐ88 

(Ｐ86) 

施策４－１ 人権尊重 

＜施策の展開方向＞【展開方向１】＜主な

具体的取組＞の２番目の◆ 

意見 

会議でもお伝えしましたが、補足です。

「性的指向等」表記だと、現状まだＬＧＢ

ＴＱが「性的嗜好」と混同される恐れがあ

り、きちんと「性的指向及び性自認（ＳＯＧ

Ｉ）」と表記すべきだと考えます。必要があ

れば注釈も併せて。 

ＳＯＧＩについて

表記するとともに、欄

外に注釈を追記しま

す。 

３７ Ｐ88 

(Ｐ86) 

施策４－１ 人権尊重 

＜施策の展開方向＞【展開方向２】 

文言の修正 

「性別に関係なく」とあるが、「性別によ

らず」とした方がよい。また、「対等な立場

で参画」は「平等な立場で参画」とした方が

よい。 

左記のとおり、修正

します。 

３８ Ｐ88 

(Ｐ86) 

施策４－１ 人権尊重 

＜施策の展開方向＞【展開方向２】＜主な

具体的取組＞の２番目の◆ 

左記のとおり、修正

します。 
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文言の修正 

「不公平感の解消」とあるが、「不公平感」

は人の価値観によるため、「機会の不公平」

といった事実に基づく表記とした方がよい。 

３９ Ｐ88 

(Ｐ86) 

施策４－１ 人権尊重 

＜施策の展開方向＞【展開方向２】 

質問 

「男女共同参画社会の推進」について、

「男女」をすべての人が対象になる名称に

するべきではないか。 

この展開方向は、

「男女共同参画」の視

点で人権尊重につな

げていくものである

ため、「男女」の名称を

使用しています。 

４０ Ｐ88 

(Ｐ86) 

施策４－１ 人権尊重 

＜施策の展開方向＞【展開方向２】 

意見 

市役所や市の職員の構成において目標値

などを設定して男女共同参画を推進すると

いう方向性はないのでしょうか。 

審議会等における

女性委員の比率増加

を、参考指標として設

定します（Ｐ147）。 

４１ Ｐ88 

(Ｐ86) 

施策４－１ 人権尊重 

＜施策の展開方向＞【展開方向２】＜主な

具体的取組＞の２番目の◆ 

意見 

注釈 27 ジェンダーの定義について。 

現在の表記は辞書的抽象的な表現で市民

にはわかりにくいと思うので、多少長くな

りますが、より多くの市民に意味が伝わり

やすいよう下記の例を提案いたします。 

 

「生物学的な男女の区別ではなく、男女の

生き方、役割、特性、関係性、性別役割分業

などに関して、「こうあるべき」「こうある

のが自然である」など、社会のなかで共有

されている考え方や期待、価値観、社会規

範や社会意識など。また、それらの価値観

によって作られる社会制度や社会構造にお

ける性のありよう」 

ジェンダーの定義

は、３月に策定した第

三次東大和市男女共

同参画推進計画と同

じにしたいと考えて

います。 

同推進計画では、ジ

ェンダーの定義を前

回案のとおりとして

いるため、修正しない

こととしたいと考え

ています。 

４２ Ｐ90 

(Ｐ88) 

施策４－２ 地域コミュニティ 

＜施策の展開方向＞【展開方向１】 

意見 

自治会について述べられていますが、自

治会がない地域に対してはどのようにお考

えですか。 

自治会がない地域

でも、地域の人と人が

つながるコミュニテ

ィ活動は重要である

と考えています。 
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４３ Ｐ104 

(P102) 

施策４－５ スポーツ、レクリエーション 

＜施策の展開方向＞【展開方向２】＜主な

具体的取組＞の３番目の◆ 

文言の追加 

 より多くの市民が身近な場所で気軽にス

ポーツに楽しむことができるよう、民間施

設などの活用に努めるとともに、近隣市施

設の共同利用等、広域的な施設利用を図り

ます。 

（温水プールの新設等、実現が困難な施設

については、他市のものを利用させてもら

う等の施策が必要と考える。） 

近隣市との連携は、

スポーツ施設に限ら

ず、今後、多くの分野

において必要になる

と考えています。 

このことを踏まえ、

第３編「行財政運営」

の行財政─１の【展開

方向１】（Ｐ136）で、

近隣自治体との連携・

協力について表記して

いるため、当該箇所に

は表記しないこととし

たいと考えています。 

４４ Ｐ106、

107 

(Ｐ104、

105） 

施策５－１ 自然環境 

＜現状と主要課題＞ 

意見 

狭山丘陵以外の「みどり」は質量ともに

圧倒的に少なく、狭山丘陵以外の、市域の

生物多様性が危機的な状況にあると言うこ

とが述べられるべきでは。 

また、「狭山丘陵の緑や水資源を…」とあ

りますが、これも、「狭山丘陵」に限定すべ

きでは無いように思います。 

市域、とくに狭山丘陵周辺の農地の存在

も、鳥類や昆虫の生息環境として重要な役

割を果たしている点にも言及すべきかと思

います。 

市民の皆様にとっ

て身近な狭山丘陵や

河川等について表記

することにより、当市

の自然環境を多くの

市民の皆様にご理解

いただきたいと考え

ています。 

なお、狭山丘陵以外

の自然環境も大切で

あることについては、

ご意見を踏まえ、＜主

要課題＞の２つ目の

〇で追記します。 

４５ Ｐ108 

(Ｐ106） 

施策５－１ 自然環境 

＜施策の展開方向＞【展開方向１】（前回意

見 32） 

意見 

前回の意見でも述べましたが、その対応

について。「環境基本計画」や「緑の基本計

画」の進捗に合わせて・・・というのは理解

できますが、総合計画が上位計画であり、

上位計画での方向性に合わせて行くのが下

位計画ではないのでしょうか。 

少なくとも「環境基本計画」や「緑の基本

計画」は始まったばかりですし、だいぶ先

の改訂の際に今はない、本質的な生物多様

｢第二次環境基本計

画」の計画期間は令和

８年度まで、「第二次

緑の基本計画」の計画

期間は令和１０年度

までとなっています。 

いずれの計画も、計

画期間が多く残され

ていますので、「生物

多様性地域戦略」の策

定については、今後の

検討課題であると考

えています。 
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性保全について記載していくためには、こ

こで書いておく必要があるように思いま

す。そうしないと、その時に「総合計画」に

書いてないからそれと歩調を合わせて、と

なるのでは（そういうことになっている基

礎自治体をいくつも見てますし）。 

４６ Ｐ108 

(Ｐ106) 

施策５－１ 自然環境 

＜施策の展開方向＞【展開方向２】 

意見 

緑のネットワークについて述べています

が、ここに緑の量に加え、質を高めること

を追記できませんか？ 

緑の量だけではな

く、質を高めるという

視点も加味して、「花木

による緑のネットワー

クの形成」や「生態的

なネットワークの形

成」と表記しています。 

４７ Ｐ108 

(P106) 

施策５－１ 自然環境 

＜施策の展開方向＞【展開方向２】＜主な

具体的取組＞の２番目の◆ 

文言の追加 

 誰もが安全で快適に利用できるユニバー

サルデザインの公園整備や、地域の特性に

応じた特色ある公園の整備、数の少ない公

園トイレの増設を推進します。 

公園については、第

３編の行財政─２「公

共施設等マネジメン

ト」（Ｐ138）の視点も考

慮しながら、整備を進

める必要があります。 

このため、施設の増

設を推進する取組を

表記することは難し

いと考えています。 

４８ Ｐ110 

(P109) 

施策５－２ 廃棄物処理 

＜現状＞３番目の○ 

意見 

「水平リサイクル」は、「同じものにリサ

イクルすること」など、わかりやすく表記

すべき。 

欄外に注釈を追記

します。 

４９ Ｐ110 

(P108) 

施策５－２ 廃棄物処理 

＜現状＞３・４番目の○ 

文言の追加（下線部） 

令和元年（2019年）に→令和元年（2019年）

６月に 

※前回の資料に表記されていたように、月

も記入すべきか。（他のページも同様。） 

前回までは、時期の

表記について、「年」及

び「月」の表記を原則

としていました。 

しかし、計画期間が

長期に及ぶ基本計画

の記載水準としては

詳細すぎることから、

差し支えない範囲で

「月」は省略したいと

考えています。 
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５０ Ｐ112 

(Ｐ110) 

施策５－２ 廃棄物処理 

＜施策の展開方向＞【展開方向１】 

１ 「市民が日常的に取り組んでいる…」

とありますが具体的にはどんなことを想

定していますか。市民に対して市がどの

ようなことをオススメするのか、具体的

な例や文言が入った方がいいと思いま

す。 

２ また、リフューズ、リペアについても

触れた方がいいのではないしょうか。 

３ 環境教育、情報提供とありますが、ご

みの分別方法だけでなく、ごみがどのよ

うに処理されているかを知ることがとて

も重要だと思います。また、分別、リサイ

クルもいいですが、もっとも減量効果の

高い発生抑制に重点を置くのがよいと思

います。 

４ コンポストの活用推進はされないので

しょうか。家庭からの生ごみ排出抑制は

効果の高い取組みと思います。 

５ 拡大生産者責任について言及されてい

ますが、責任というより、先進的な取組

を後押しするのがよいかと思います。ま

た、リサイクルが注目されがちですが、

発生抑制の方が圧倒的に廃棄物減量効果

が高く、その点において事業者に前向き

に協力してもらえる取組が効果的だと思

います。 

１ 「市民が日常的に

取り組んでいる廃棄

物減量に対する支

援」は、市で実施し

ているコンポスター

貸出などを想定して

います。具体的な事

業ですので、表記し

ないこととしたいと

考えています。 

２ 市では、リデュー

ス（廃棄物の発生・

排出抑制）とリユー

ス（再使用）を基本

とした廃棄物減量

を推進しています。 

３ 環境教育や情報

提供には、ごみの処

理方法を知ってい

ただくことも含ま

れています。また、

市では、リデュース

とリユースを基本

とした廃棄物減量

を推進しています。 

４ コンポスターの

貸出については、市

民の皆様に対する

より一層の周知に

努めたいと考えて

います。 

５ 事業者による取組

を推進する主な目的

は、市が収集、処理す

る廃棄物を減らし、

処理費用の負担を軽

減することです。今

後もこの観点から、

事業者による取組を

推進していきたいと

考えています。 
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５１ Ｐ115 

(P113) 

施策５－３ 生活環境、地球環境 

＜現状と主要課題＞ 

意見 

図表は、＜現状と主要課題＞の各表記内

容のあとに、まとめて表記した方が見やす

いのではないでしょうか。 

他施策を含め、図表

は＜現状と主要課題

＞の末尾にまとめて

表記するよう改めま

す。 

５２ Ｐ116 

(P114) 

施策５－３ 生活環境、地球環境 

＜施策の展開方向＞【展開方向２】＜主な

具体的取組＞ 

意見 

＜主な具体的取組＞の中に、市役所内に

おける電気自動車導入の推進に関する取組

と現状を表記していただきたい。日本政府

は 2030年半ばに、ガソリン車の新規販売を

禁止する方向とのことと新聞報道がありま

した。同様に、照明のＬＥＤ化の取組と現

状も表記していただきたい。 

Ｐ114の＜現状＞の

３番目の〇に、市にお

ける電気自動車の導

入と照明のＬＥＤ化

に関する取組につい

て表記します。 

【展開方向２】の＜

主な具体的取組＞への

追記については、「市が

率先して温室効果ガス

排出抑制に向けた取組

を実践」と表記してい

るため、追記しないこ

ととしたいと考えてい

ます。 

５３ Ｐ120 

(Ｐ118) 

施策６－１ 商工業、勤労者支援 

＜施策の展開方向＞【展開方向２】＜主な

具体的取組＞ 

意見 

１ 商店街や商工会を通じた支援をされる

ということですが、どちらにも属してい

ない小規模事業者は多くないのでしょう

か。そういった事業者は支援のしようが

ないのでしょうか。 

２ また、小さな商店を利用するのはなん

となく敷居が高く感じている市民が多い

と思いますが、そういった市民への働き

かけも必要かと思いました。 

１ 市では、小規模事

業者に対する、事業

資金の融資あっせん

を実施しており、＜

主な具体的取組＞で

も表記しています。

また、商工会を通じ

ては、会員に限らず

幅広く市内事業者を

対象とした支援を実

施しています。 

２ 商店街の利用に

関するご意見につ

いては、今後の取組

の参考とさせてい

ただきたいと考え

ています。 

５４ Ｐ120 

(Ｐ118) 

施策６－１ 商工業、勤労者支援 

市民・事業者に期待される主な役割 

意見 

ご意見を踏まえ、

「市民は、身近な商店

街などの重要性を理
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「市民は、身近な商店街等を利用して買

い物することに努めます」とあるが、少し

厳しいと感じた。市民には買い物をする場

所を選ぶ自由があるので、再考して欲しい。 

解し、地域産業の活性

化に協力します」に修

正します。 

５５ Ｐ124 

(Ｐ122) 

施策６－２ 都市農業 

＜施策の展開方向＞【展開方向１】（前回意

見 33） 

意見 

農地の減少に対する方向性がここに書い

てあるとありましたが、宅地のスプロール

的な広がりに対する方向性については何も

述べられていないように思います。この施

策では、今後も農地は宅地に変わっていく

でしょうし、それこそ税制による対策とか、

宅地化への何らかの規制とか、何かないで

すか。 

農地については、生

産緑地の指定と堅持、

相続税等納税猶予制

度の活用促進、市民農

園による農地の活用

などを通じて、保全に

取り組んでいきたい

と考えています。 

５６ Ｐ132 

(Ｐ130) 

施策６－４ 観光、ブランド・プロモーシ

ョン 

＜施策の展開方向＞ 

意見 

１ 観光振興について、インバウンドに対

する方向性はないのでしょうか。 

２ また、イベントや新たな何かを持って

観光振興とするのではなく、今ある当た

り前の観光資源を発掘することが肝要か

と思います。商業/農業に限らず、そのよ

うな地域資源の発掘に対する施策を打て

ないものでしょうか？ 

１ インバウンド対

応としては、平成 31

年度に、観光マップ

や観光案内板の多

言語表記を実施し

ています。 

２ 地域資源の発掘

については、平成 31

年度に、近隣の自治

体などと協力し、狭

山丘陵を活用した

観光事業などを実

施しています。 

５７ 全体 前回意見を反映して、バランスのとれた

ものになっていると思います。 

 

５８ 全体 追加・変更がされ、全体的にとても分か

り易くなりました。ＳＤＧｓや皆さんのご

意見ももりこまれ、良いと思います。 

 

  



 17 / 18 

 

 

２ 東大和市第五次基本計画と東大和市まち・ひと・しごと創生総合戦略の一体化に

ついて 

（１）事務局からの説明内容 

東大和市第五次基本計画は、急速に進展している少子高齢化や人口減少に対応

し、活力あるまち、持続可能なまちを目指すこととしている。 

一方、「東大和市まち・ひと・しごと創生総合戦略」は、人口減少の抑制に向け

て、子ども・子育て支援、若い世代の結婚・出産に関する希望や雇用・就労に対

する希望を実現することができるまちを目指す計画であり、計画期間は令和３年

度（２０２１年度）までとなっている。 

総合戦略の考え方や目標、施策は、基本計画に包含されているといえる。この

ことから、東大和市第五次基本計画と「東大和市まち・ひと・しごと創生総合戦

略」は一体化して策定したい。 

（２）委員意見 

整理 

番号 
委員意見 

事務局の対応 

や考え方 

１ 

基本計画が上位計画として位置付けられていまし

たが、一体化することで分かりやすくなると思いま

す。 

第１編第１章第３

節（Ｐ13）のとおり、

「東大和市まち・ひ

と・しごと創生総合戦

略」について表記しま

す。 

２ 

東大和市まち・ひと・しごと創生総合戦略は、計画

期間の終期を現行の第四次基本計画の終期との整合

を図り、令和３年度までと２か年延伸し、その計画

は、急速に進展している少子高齢化や人口減少の中

にあって、子どもから大人までが生涯にわたって住

み続けたいと思える魅力あるまち、特に、人口減少の

抑制に向けて、子ども・子育て支援、若い世代の結婚・

出産に関する希望や雇用・就労に対する希望を実現

することができるまちを目指すものとしており、総

合戦略の考え方や目標、施策は、基本的に、大局的に

基本計画のそれと同様と思われます。 

また、国が策定した「地方版総合戦略の策定のため

の手引（令和元年１２月）によれば、国は「基本計画

の計画内容が、人口減少の克服の目的が明白である

など、地方版総合戦略としての内容を備えているよ

うな場合には、基本計画と総合戦略を一つのものと

して策定することができる」こととしています。 

令和４年度からの次期総合戦略の内容も、これま

での考え方、目標を目指すのであれば、第五次基本計

画に総合戦略を包含する旨を記載して、一体化を図

ることは、良いことと思われます。 
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３ 

一体化に際し、国立市の例にあるように４行目の

「国の総合戦略では〜横断的な目標を掲げていま

す」の文言をいれていただきたいです。また、第五

次基本計画のどの部分に４つの基本目標が包含され

ているのかと、計画の前段に２つの横断的な目標の

明記も必要と考えます。 

個人的には、「まちひとしごと創生総合戦略」は、

少子高齢・人口減少社会においての「持続可能なま

ちづくり」に向け、より具体的なビジョンと KPIを

持った大切な位置付けの「アクションプラン」だと

思うので、「グランドデザイン」の総合計画に包含す

るのでなく、計画を進捗管理し短期で実行するため

の一歩踏み込んだ「戦略」として、別建てで総合計

画下位に位置付けてほしかったです。 

まだ、どのような形に盛り込むのかがわからない

のでなんとも言えないのが現状です。 

第五次基本計画は、

急速に進展している

少子高齢化や人口減

少に対応し、活力ある

まち、持続可能なまち

を目指すこととして

います。 

この考え方は、「ま

ち・ひと・しごと創生

総合戦略」と目指す方

向性が同じであるた

め、両計画を一体化す

ることとしました。 

ただし、これまで

「まち・ひと・しごと

創生総合戦略」で定め

ていた具体的取組に

ついては、「まち・ひ

と・しごと創生会議」

（市民と外部有識者

で構成）のご意見を伺

いながら、この第五次

基本計画とは別に策

定する予定です。 

 


